多面的機能支払交付金を活用した活動中の事故防止及び事故発生時の対応別紙


１　活動中の事故防止
「共同活動安全のしおり」（別添）を参考に、活動中の安全管理の徹底に努めること。

２　事故発生時の対応
· 多面的機能支払活動中に発生した事故（人身事故（熱中症を含む）・物損事故）については、活動組織から各市町村へ速やかに報告すること

· 病院で診察を受けた事故、保険適用の事故、新聞報道があった事故は、事案の軽重に関わらず報告すること

· 市町村は、別添「報告様式」を活用し、速やかに報告すること

（報告ルート）
活動組織　⇒　市町村　⇒　各農林振興センター　⇒　農村振興課
　　⇒　北陸農政局　⇒　農林水産省


【死亡事故の場合】
下記「死亡事故第１報メール記載例」を参考に、メール＆電話で第一報の連絡を速やかにすること

＜メール記載例＞
□ 富山県○○市 ○○活動組織
・作業内容 水路の草刈
・被災者 ○○歳男性 構成員
・被災日時 ○年○月○日 ○時
・事故状況 水路の草刈作業時、誤って側溝に転落し、右足靭帯を損傷
・保険の加入 有 報道関係 ○〇新聞 ○○放送 web ニュースの場合はURL
